
鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)-1

松本(県)-1 長野県 長野第２

有限会社茅野不動産鑑定

茅野　武弘

22,600,000 66,000

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6 53,000

松本市桐２丁目９５５番
「桐２－３－２５」

343

台形
1:1.5

住宅
Ｗ2

中規模一般住宅等の
建ち並ぶ住宅地域

東4.5m市道 水道、
ガス、
下水

松本
3.2km

１住居
( 60, 200 )

松本市景観計画
( 60, 180 )

30 20 50 80 低層住宅地

17 20 340 長方形

特にない 基準方位北　　　
４．５ｍ市道

松本駅
北方3.2km

１住居
松本市景観計画
( 60, 180 )

利便性に優れる住宅地域で地域要因に特別の変動はない。スーパーや学校へのアクセスが比較的良好な地域であること
、総じて供給が限定され物件に稀少性もある一方、潜在的な需要があるため地価上昇継続と予測。

低層住宅地

66,000

31,000

／

／

方位 +2.0

同一需給圏の範囲は松本市街地北部外周の住宅地域である。需要者の中心は松本市又は近隣市町村居住の第一次取得者
が中心。開発余地が乏しい半面、生活利便性に富む地域であるため潜在的なものも含めて需要は根強い。市場の中心価
格帯は土地で規模にもよるが１３００～１５００万円程度、建築費、造成費の上昇もあり新築戸建住宅で５５００～６
０００万円程度である。

比準価格は実際の取引事例価格を基礎としており実証的な価格である。収益価格は対象不動産における賃貸経営の投資
採算性を示している。近隣地域及びその周辺には戸建住宅のほか共同住宅もみられるが、賃貸経営を目的に土地を購入
する市場参加者は少ない。したがって、取引事例に基づく市場性を反映した実証性のある比準価格を重視し、収益価格
を比較考量し、併せて代表標準地・指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本-5

89,700

100.4

100.0 140.4

102.0
65,400

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+1.0

+3.0

+35.0

0.0

0.0

松本(県)-13

89,200

100.9

100.0 140.4

102.0
65,400

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+1.0

+3.0

+35.0

0.0

0.0

■ □

65,400

□ □

+0.9

人口はほぼ横ばい、供給は限定されている一方、世帯分離か
ら住宅需要は堅調で住宅市場は回復基調にある。

地域要因に特段の変動はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 17日提出

松本(県)-2

松本(県)-2 長野県 第２

一般財団法人日本不動産研究所　松本支所

郷間　智吏

15,300,000 69,400

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 14日

令和  6年  7月 11日 令和  6 55,000

松本市女鳥羽２丁目４７３番２３
「女鳥羽２－２－２０」

220

1:1.2 住宅
Ｗ2

中規模の一般住宅と
アパートが多い住宅
地域

南6m市道、
東側道

水道、
ガス、
下水

松本
2km

１住居
( 60, 200 )
準防

松本市景観計画
( 70, 200 )

20 100 50 20 低層住宅地

14 16 220 長方形

特記すべき事項はない 基準方位　北　　
６ｍ市道

松本駅
北東方2km

１住居
松本市景観計画
( 70, 200 )
準防

松本市中心市街地の東部に位置する既存住宅地域であり、地域要因に特段の変動はなく、当面は現状維持と予測する。

低層住宅地

69,400

34,300

／

／

方位
角地

+4.0
0.0

同一需給圏の範囲は、松本市の住商混在地域を含む住宅地域である。需要者の中心は松本市又は近隣市町村居住の一次
・二次取得者等である。需給動向は、新規分譲等の供給が少ない一方、利便性の高さから住宅地としての人気が高い地
域で、需要は比較的旺盛である。市場の中心価格帯は、土地で１５百万円前後、新築の戸建物件で４０百万円前後であ
る。

比準価格は同一需給圏内の取引事例価格を基礎としており実証的な価格である。収益価格は対象不動産における賃貸経
営の投資採算性を示している。近隣地域及びその周辺は共同住宅もみられるが、賃貸経営を目的に土地を購入する市場
参加者は少なく、自己利用が中心である。したがって、取引事例に基づき市場性を反映した実証性のある比準価格を採
用し、収益価格を参考にして、指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本-5

89,700

100.3

100.0 135.6

104.0
69,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-1.0

0.0

+37.0

0.0

0.0

松本(県)-13

89,200

100.9

100.0 135.6

104.0
69,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-1.0

0.0

+37.0

0.0

0.0

■ □

69,000

□ □

+0.6

景気は、足踏みの状況である。松本市の人口は微減、不動産
需要は堅調である。

中規模の一般住宅、アパートが多い住宅地域で、地域要因に
特段の変動はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)-3

松本(県)-3 長野県 長野第２

有限会社茅野不動産鑑定

茅野　武弘

15,800,000 56,800

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6 47,000

松本市大字里山辺字原田字芝原字久保田４２３２番８
279

1:2.5 住宅
Ｗ2

中規模一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

北4.1m市道 水道、
下水

松本
2.2km

１中専
( 60, 200 )

松本市景観計画
( 60, 164 )

100 50 50 40 低層住宅地

11 25 275 長方形

特にない 基準方位北　　　
４．１ｍ市道

松本駅
東方2.2km

１中専
松本市景観計画
( 60, 164 )

市街地東部から郊外に向かう住宅地域で、地域要因に格別の変動は認められず、当面は現状維持と予測する。

低層住宅地

56,800

27,000

／

／

方位 0.0

同一需給圏の範囲は松本市街地東部郊外の住宅地域である。需要者の中心は松本市又は近隣市町村居住の一次取得者等
である。需給堅調な地域で取引は底堅く、取引価格は安定している。市場の中心価格帯は土地で１２～１５百万円程度
と多少幅があり、建築費、造成費上昇の影響もあり、新築戸建住宅で４５～５０百万円程度である。

比準価格は実際の取引事例価格を基礎としており実証的な価格である。収益価格は対象不動産における賃貸経営の投資
採算性を示している。近隣地域及びその周辺には戸建住宅のほか共同住宅もみられるが、賃貸経営を目的に土地を購入
する市場参加者は少ない。したがって、取引事例に基づき市場性を反映した実証性のある比準価格を採用し収益価格を
参考とし、代表標準地・指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本-9

63,300

100.6

102.0 108.2

100.0
57,700

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

+5.0

0.0

0.0

松本(県)-14

63,000

101.1

102.0 108.2

100.0
57,700

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

+5.0

0.0

0.0

■ □

56,700

□ □

+0.2

人口はほぼ横ばい、供給は限定されている一方、世帯分離か
ら住宅需要は堅調で住宅市場は回復基調にある。

中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域で、地域要因に特段の変
動はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)-4

松本(県)-4 長野県 第２

株式会社信濃不動産鑑定事務所

大日方　一成

19,200,000 54,700

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月  2日

令和  6年  7月 16日 令和  6 43,000

松本市並柳１丁目１０８番１
「並柳１－１７－１８」

351

台形
1:1

住宅
Ｗ2

農家住宅、一般住宅
の混在する住宅地域

南4m道路 水道、
ガス、
下水

南松本
1.3km

１住居
( 60, 200 )

松本市景観計画
( 60, 160 )

100 100 100 100 低層住宅地

17 19 320 ほぼ長方形

市街地近郊の住宅地域 基準方位　北　　
４ｍ　道路

南松本駅
東方1.3km

１住居
松本市景観計画
( 60, 160 )

小学校や大型商業施設に近接して利便性が高い住宅地域であるため需要は底堅い。新規分譲等があると高値でも売れ行
きが良いことから、地価は今後も上昇傾向と予測する。

低層住宅地

54,700

28,200

／

／

方位
台形

+4.0
0.0

同一需給圏は、松本市内住宅地域全般であるが、特に強い代替競争関係が認められるのは、南松本駅を最寄り駅とする
住宅地域である。需要者は、松本市や周辺市町村の居住者又はこれら市町村への通勤者で、一次取得者が中心である。
需給動向は、底堅い需要があることから、需給関係は引き締まっている。需要の中心となる価格帯は、３００㎡規模の
土地のみで総額１７００万円前後、新築の戸建物件は４５００万円程度までと思料する。

比準価格は、類似地域における現実の取引事例に基づき試算したもので、実証的で規範性が高い。収益価格は理論的で
あるが、松本市では土地既得者による賃貸経営が多く、土地価格に見合う賃料水準が形成されていないため収益価格は
低位に試算された。また、アパート経営目的のために新たに土地を取得する者は少ない。以上より、規範性に優る比準
価格を標準とし、収益価格は参酌に留め、指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本-9

63,300

100.7

102.0 118.4

104.0
54,900

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+4.0

0.0

+15.0

-1.0

0.0

松本(県)-14

63,000

101.1

102.0 118.4

104.0
54,800

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+4.0

0.0

+15.0

-1.0

0.0

■ □

53,900

□ □

+1.5

物価高騰による実質賃金の低下等により様子見感は出てきた
が、市街化区域の住宅地は需要が旺盛である。

特段の変動要因はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 17日提出

松本(県)-5

松本(県)-5 長野県 第２

一般財団法人日本不動産研究所　松本支所

郷間　智吏

17,600,000 62,900

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 14日

令和  6年  7月 11日 令和  6 53,000

松本市芳野１４番２０
「芳野１２－１３」

280

1:3 住宅
Ｗ2

一般住宅の外、中層
の集合住宅等も混在
する住宅地域

北9m市道 水道、
ガス、
下水

南松本
600m

１住居
( 60, 200 )

松本市景観計画

15 50 20 20 低層住宅地

10 28 280 長方形

特記すべき事項はない 基準方位　北　　
９ｍ市道

南松本駅
南西方600m

１住居
松本市景観計画
( 60, 200 )

ＪＲ南松本駅南側「宮田前踏切」立体交差化に伴う周辺整備事業が事業決定の後、既に一部新設市道の供用が開始され
ていること等から、利便性の向上が期待される。

低層住宅地

62,900

28,300

／

／

方位 0.0

同一需給圏の範囲は、松本市の住商混在地域を含む住宅地域である。需要者の中心は松本市又は近隣市町村居住の一次
・二次取得者等である。需給動向は、新規分譲等の供給が少ない一方、利便性の高さから住宅地としての人気が高い地
域で、需要は比較的旺盛である。市場の中心価格帯は、土地で１７百万円台、新築の戸建物件で４０百万円台である。

比準価格は同一需給圏内の取引事例価格を基礎としており実証的な価格である。収益価格は対象不動産における賃貸経
営の投資採算性を示している。近隣地域及びその周辺は共同住宅もみられるが、賃貸経営を目的に土地を購入する市場
参加者は少なく、自己利用が中心である。したがって、取引事例に基づき市場性を反映した実証性のある比準価格を採
用し、収益価格を参考にして、指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本-9

63,300

100.6

102.0 99.7

100.0
62,600

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

-5.0

-1.0

+6.0

0.0

0.0

松本(県)-14

63,000

101.1

102.0 99.7

100.0
62,600

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

-5.0

-1.0

+6.0

0.0

0.0

■ □

62,300

□ □

+1.0

景気は、足踏みの状況である。松本市の人口は微減、不動産
需要は堅調である。

南松本駅南踏切改良に併せて周辺道路整備事業が進行中であ
り、利便性の向上が期待される。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 16日提出

松本(県)-6

松本(県)-6 長野県 長野第２

株式会社　都市不動産鑑定事務所

矢崎　敏臣

15,800,000 58,600

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 14日

令和  6年  7月 10日 令和  6 47,000

松本市平田東３丁目６６０番２３
「平田東３－２５－４」

269

1:1 住宅
Ｗ2

中規模一般住宅が建
ち並ぶ既成住宅地域

北4.2m市道 水道、
ガス、
下水

平田
550m

１低専
( 50, 80 )

松本市景観計画

50 50 50 20 低層住宅地

14 17 240 長方形

特にない 基準方位　北　　
４．２ｍ　市道

平田駅
東方550m

１低専
松本市景観計画
( 50, 80 )

平田駅に近く人気が高い住宅地域である。松本市中心部に近い地域では住宅地に対する需要が底堅く、供給は少ないの
で、今後も地価の上昇傾向は続く見込み。

低層住宅地

58,600

27,700

／

／

方位 0.0

同一需給圏は、松本市内住宅地域全般であるが、特に強い代替競争関係が認められるのは、平田駅を最寄り駅とする住
宅地域である。需要者は、松本市又は周辺市町村の居住者又はこれら市町村への通勤者で、一次取得者が中心である。
需給動向は、近隣地域の利便性は高いので需要が旺盛であり、需給関係は引き締まっている。需要の中心となる価格帯
は、２４０㎡規模の土地のみで総額１４００万円前後、新築の戸建物件は４０００万円前後と思料する。

比準価格は、近接する類似地域における現実の取引事例に基づき試算したもので、実証的で規範性が高い。収益価格は
理論的であるが、松本市では土地既得者による賃貸経営が多く、土地価格に見合う賃料水準が形成されていないため、
低位に試算された。また、近隣地域は、戸建住宅等の自用目的の取引が中心である。以上より、規範性に優る比準価格
を標準とし、収益価格は参酌に留め、指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本-9

63,300

100.3

102.0 106.1

100.0
58,700

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0
0.0

+1.0

-1.0

+4.0

+2.0

0.0

松本(県)-14

63,000

100.8

102.0 106.1

100.0
58,700

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+1.0

-1.0

+4.0

+2.0

0.0

■ □

58,300

□ □

+0.5

二極化傾向が顕著であるが、利便性や居住性に優る住宅地に
対しては旺盛な需要が見られる。

特段の変動要因はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 16日提出

松本(県)-7

松本(県)-7 長野県 長野第２

株式会社　都市不動産鑑定事務所

矢崎　敏臣

17,400,000 62,600

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 14日

令和  6年  7月 10日 令和  6 50,000

松本市小屋北１丁目５２７番１１外
「小屋北１－１１－１４」

278

1:2 住宅
Ｗ2

中規模一般住宅が建
ち並ぶ閑静な分譲住
宅地域

西4m市道 水道、
ガス、
下水

平田
650m

１低専
( 50, 80 )

松本市景観計画

150 40 100 100 低層住宅地

12 20 240 長方形

特にない 基準方位北、　　
４ｍ市道

平田駅
南西方650m

１低専
松本市景観計画
( 50, 80 )

店舗、学校等に近接し利便性の高い既成住宅地域で、熟成度が高く、今後も現状を維持するものと予測。利便性の高さ
から、供給があれば需要は見込める地域で、地価は緩やかな上昇傾向と予測される。

低層住宅地

62,600

30,800

／

／

方位 +2.0

同一需給圏は、松本市街地南部の住宅地域である。需要者の中心は、松本市、塩尻市に勤務先等がある、松本市及び周
辺市町村居住の一次取得者である。近隣地域は熟成した住宅団地で供給は少ないが、周辺では小規模分譲等供給が見ら
れる。一方、松本市南部地域は人口増加傾向が見られ、利便性の高さから住宅地需要は堅調に推移している。需要の中
心となる価格帯は、土地のみで１，２００万円～１，５００万円程度、新築の戸建物件４，０００万円程度が標準的。

近隣地域は、戸建住宅を中心とする住宅地域である。当該地域における賃貸経営は、土地既得者によるものが多く、土
地価格に見合う賃料水準が形成されていないこと及び行政的条件から、収益価格は低位に試算された。一方、近接する
類似地域における現実の取引事例に基づいて試算した比準価格は、市場の実態を反映して規範性が高い。以上より、比
準価格を標準とし、収益価格は参考に留め、指定基準地等との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本-9

63,300

100.3

102.0 101.8

102.0
62,400

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0
0.0

+2.5

-0.6

-2.0

+2.0

0.0

松本(県)-14

63,000

100.8

102.0 101.8

102.0
62,400

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+2.5

-0.6

-2.0

+2.0

0.0

■ □

62,300

□ □

+0.5

松本市の人口はやや減少傾向、世帯数はやや増加傾向で、利
便性の良好な住宅地の需要は旺盛である。

松本市南部地域は人口、世帯数が増加傾向にある。周辺地域
にあっても、駅周辺整備や店舗拡張が進んでいる。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 15日提出

松本(県)-8

松本(県)-8 長野県 長野第２

レザン不動産鑑定

橋本　毅一郎

2,050,000 6,700

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 20日

令和  6年  7月 10日 令和  6

1.1

松本市安曇７６５番１外
306

台形
1:2

住宅
Ｗ2

一般住宅が密集して
いる住宅地域

南西4m市道 水道、
下水

新島々
3.6km

都計外

(土砂災害警戒区域)
松本市景観計画

80 100 30 50 戸建住宅地

15 20 300 長方形

特にない ４ｍ市道 新島々駅
西方3.6km

都計外
松本市景観計画
(土砂災害警戒区域)

松本市西部、旧安曇村の既成住宅地域であり、人口減少傾向、高齢化が進んでいる。外部からの転入が少ない郊外の集
落地域であることから、需要は弱く、今後も地価は下落傾向と予測する。

戸建住宅地

6,700

／

／

／

台形 0.0

同一需給圏は、松本市郊外及び周辺市町村の山間、山麓に存する集落地域一帯である。需要者は、地縁性を有する者が
中心であるが、都市部からの移住目的等の需要も考えられる。人口の減少、高齢化の進展から潜在的な供給圧力は高ま
りつつある一方、土地需要は低調であり、需給は弱含み傾向が続いている。需要の中心的な価格帯は、取引自体が少な
い上、個別の取引事情が様々であり、一定の水準は見出し難い。

近隣地域は、山間部に位置する戸建住宅を中心とした集落地域で、賃貸市場が未成熟であるため、収益価格は試算しな
かった。比準価格は、同一需給圏内において現実に発生した取引事例に基づいて求めており、比準の過程も適切で、市
場の実態を反映した実証的な価格である。以上より、規範性の高い比準価格を採用し、当該基準地に係る前年価格とそ
の後の変動要因とを検討した上で、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

□ □

■ □

6,860

□ □

-2.3

松本市全体での人口は微減傾向、高齢化率は微増傾向である
が、二極化が鮮明になっている。

特段の変動要因はないが、安曇地区は人口減少傾向、高齢化
が進んでおり、宅地需要は弱含み傾向が続いている。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)-9

松本(県)-9 長野県 第２

株式会社信濃不動産鑑定事務所

宮坂　祐里

16,000,000 55,700

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 20日

令和  6年  7月 16日 令和  6 44,000

松本市村井町西１丁目６４７番４
「村井町西１－８－２６」
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1:1.2 住宅
Ｗ2

一般住宅が多い区画
整然とした住宅地域

西4m市道 水道、
下水

村井
800m

１中専
( 60, 200 )

松本市景観計画
( 60, 160 )

20 40 50 50 低層住宅地

15 18 270 長方形

特にない 基準方位北、　　
４ｍ市道

村井駅
西方800m

１中専
松本市景観計画
( 60, 160 )

駅等に近い既存住宅地域で、村井駅周辺整備事業等により利便性のさらなる向上が期待される。人口は堅調に推移して
おり、住宅地需要は堅調で、当面は地価上昇傾向と予測する。

低層住宅地

55,700

26,800

／

／

方位 +2.0

同一需給圏は、松本市街地南部から塩尻市街地北部の住宅地域である。需要者の中心は、松本市、塩尻市に勤務先等が
ある一次取得者層である。村井駅周辺整備事業の進捗から利便性向上が見込まれる地域で、近隣地域及び周辺地域の住
宅地の需要は堅調に推移している。一方で供給は限定的であるため、出物があると高値の取引も見られ、需給関係は引
き締まっている。需要の中心となる価格帯は、土地のみで１，２００万円～１，４００万円程度が標準的。

比準価格は、近接する類似地域における現実の取引事例に基づいて試算したもので、市場の実態を反映して規範性が高
い。周辺地域では土地既得者によるアパートの供給が多く、賃料水準が低く抑えられていることから、収益価格は低位
に試算された。近隣地域では、戸建住宅等の自用目的の取引が中心である。以上より、規範性に優る比準価格を標準と
し、収益価格は参酌に留め、類似標準地及び指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

□ ■

松本-26

58,500

101.0

102.0 105.1

102.0
56,200

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

松本(県)-14

63,000

101.1

102.0 117.1

102.0
54,400

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+2.0

-0.2

+15.0

0.0

0.0

■ □

54,400

□ □

+2.4

長野県経済は、一部に弱い動きもあるが持ち直している。松
本市の人口は微減、世帯数は微増傾向で、市街地を中心に宅
地需要は堅調。

村井駅周辺整備事業が進行中で、Ｒ６年秋に新駅舎と東西自
由通路が供用開始予定。利便性の向上が期待され、宅地需要
は堅調。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 17日提出

松本(県)-10

松本(県)-10 長野県 第２

一般財団法人日本不動産研究所　松本支所

郷間　智吏

11,800,000 59,700

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 14日

令和  6年  7月 11日 令和  6 48,000

松本市大字大村字原畑２９６番５
198

1:1.2 住宅
Ｗ2

中小規模の一般住宅
が建ち並ぶ住宅地域

西6.5m市道 水道、
下水

松本
3.5km

１低専
( 50, 80 )

松本市景観計画

20 50 40 70 低層住宅地

13 16 210 長方形

特記すべき事項はない 基準方位　北　　
６．５ｍ市道

松本駅
北東方3.5km

１低専
松本市景観計画
( 50, 80 )

開発余地が少なく新規土地供給も少なく、地域要因に特段の変動は認められない。利便施設へのアクセスが比較的優る
ことから不動産需要は堅調である。

低層住宅地

59,700

22,000

／

／

方位 +2.0

同一需給圏の範囲は、松本市の住商混在地域を含む住宅地域である。需要者の中心は松本市又は近隣市町村居住の一次
・二次取得者等である。需給動向は、新規分譲等の供給が少ない一方、利便性の高さから住宅地としての人気が高い地
域で、需要は比較的旺盛である。市場の中心価格帯は、土地で１２百万円前後、新築の戸建物件で３０百万円台である
。

比準価格は同一需給圏内の取引事例価格を基礎としており実証的な価格である。収益価格は対象不動産における賃貸経
営の投資採算性を示している。近隣地域及びその周辺は共同住宅もみられるが、賃貸経営を目的に土地を購入する市場
参加者は少なく、自己利用が中心である。したがって、取引事例に基づき市場性を反映した実証性のある比準価格を採
用し、収益価格を参考にして、指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本-9

63,300

100.6

102.0 106.7

102.0
59,700

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

-3.0

0.0

+10.0

0.0

0.0

松本(県)-14

63,000

101.1

102.0 106.7

102.0
59,700

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

-3.0

0.0

+10.0

0.0

0.0

■ □

59,300

□ □

+0.7

景気は、足踏みの状況である。松本市の人口は微減、不動産
需要は堅調である。

中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域で、地域要因に特段
の変動はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 16日提出

松本(県)-11

松本(県)-11 長野県 長野第２

株式会社　都市不動産鑑定事務所

矢崎　敏臣

13,000,000 47,400

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 14日

令和  6年  7月 10日 令和  6

1.1

松本市大字笹賀７９９３番外
274

1:1.5 住宅
ＬＳ2

中規模一般住宅の多
い区画整理をなした
新興住宅地域

北6m市道 水道、
ガス、
下水

南松本
3.6km

１住居
( 60, 200 )

松本市景観計画

80 50 30 100 低層住宅地

13 21 270 長方形

大久保工場団地に近接する
住宅地域

基準方位　北　　
６ｍ　市道

南松本駅
西方3.6km

１住居
松本市景観計画
( 60, 200 )

土地区画整理済で街路条件が良く、小学校に近接するなど利便性や住環境に優る。周辺で開発された分譲住宅団地は、
高値でも売れ行き好調であることから、地価は今後も上昇傾向の見込み。

低層住宅地

47,400

19,300

／

／

方位 0.0

同一需給圏は、松本市及び周辺市町村の住宅地域全般であるが、強い代替競争関係が認められるのは、松本市南部で奈
良井川以西の住宅地域である。需要者の属性は、松本市及び周辺市町村に居住又は通勤する者のうち、一次取得者が多
い。近隣地域は居住環境に優れて利便性も優るので根強い需要があり、需給関係は引き締まっている。需要の中心とな
る価格帯は、２５０㎡規模の土地のみで１２００万円前後、新築の戸建物件で３７００万円程度が標準的である。

比準価格は、近接する類似地域における現実の取引事例に基づき試算したもので、実証的で規範性が高い。収益価格は
理論的であるが、松本市では土地既得者による賃貸経営が多く、土地価格に見合う賃料水準が形成されていないため、
低位に試算された。また、土地需要は戸建住宅用地等の自用目的が中心である。以上より、相対的に規範性に優る比準
価格を標準とし、収益価格は参酌に留め、指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本-9

63,300

100.3

102.0 131.3

100.0
47,400

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0
0.0

-1.0

0.0

+34.0

-1.0

0.0

松本(県)-14

63,000

100.8

102.0 131.3

100.0
47,400

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

-1.0

0.0

+34.0

-1.0

0.0

■ □

47,000

□ □

+0.9

二極化傾向が顕著であるが、利便性や居住性に優る住宅地に
対しては旺盛な需要が見られる。

特段の変動要因はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 17日提出

松本(県)-12

松本(県)-12 長野県 第２

一般財団法人日本不動産研究所　松本支所

郷間　智吏

9,210,000 46,500

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 14日

令和  6年  7月 11日 令和  6 37,000

松本市浅間温泉３丁目８３１番
「浅間温泉３－２３－１０」

198

1:2.5 住宅
Ｗ2

一般住宅、アパート
等が混在する既成住
宅地域

南3.8m市道 水道、
ガス、
下水

松本
5.5km

１中専
( 60, 200 )

松本市景観計画
(土砂災害警戒区域)
( 60, 160 )

50 30 10 20 低層住宅地

9 22 200 長方形

特記すべき事項はない 基準方位　北　　
３．８ｍ市道

松本駅
北東方5.5km

１中専
松本市景観計画
(土砂災害警戒区域)
( 60, 160 )

浅間温泉街に隣接する住宅地域であり、地域要因に格別の変動は認められず、当面は現状維持と予測する。

低層住宅地

46,500

15,600

／

／

方位 +4.0

同一需給圏の範囲は、松本市の住商混在地域を含む住宅地域である。需要者の中心は松本市又は近隣市町村居住の一次
・二次取得者等であるが、温泉街に近い特殊な立地条件であることから市場参加者は温泉旅館業の関係者も見込まれる
。需給動向は、新規分譲等の供給が少なく、利便性もやや劣るほか立地がやや特殊であることから、不動産需要は強く
ない。需給の中心となる価格帯は、土地で１０百万円前後、新築の戸建物件で３０百万円台である。

比準価格は同一需給圏内の取引事例価格を基礎としており実証的な価格である。収益価格は対象不動産における賃貸経
営の投資採算性を示している。近隣地域及びその周辺は共同住宅もみられるが、賃貸経営を目的に土地を購入する市場
参加者は少なく、自己利用が中心である。したがって、取引事例に基づき市場性を反映した実証性のある比準価格を採
用し、収益価格を参考にして、指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本-9

63,300

100.6

102.0 139.7

104.0
46,500

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

+37.0

0.0

0.0

松本(県)-14

63,000

101.1

102.0 139.7

104.0
46,500

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

+37.0

0.0

0.0

■ □

46,700

□ □

-0.4

景気は、足踏みの状況である。松本市の人口は微減、利便性
が優る不動産需要は堅調である。

一般住宅、アパート等が混在する既成住宅地域で、地域要因
に特段の変動はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)-13

松本(県)-13 長野県 長野第２

有限会社茅野不動産鑑定

茅野　武弘

20,300,000 90,000

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6 72,000

松本市開智１丁目１５２８番１５
「開智１－２－１１」

225

1:1.5 住宅
Ｗ2

一般住宅の建ち並ぶ
既成住宅地域

北5m市道 水道、
ガス、
下水

松本
1.6km

１住居
( 60, 200 )
準防

松本市景観計画
( 70, 200 )

80 30 0 50 低層住宅地

13 18 230 ほぼ長方形

松本城北方に所在する品等
の高い住宅地域

基準方位　北　　
５ｍ　市道

松本駅
北方1.6km

１住居
松本市景観計画
( 70, 200 )
準防

市街地の中心部に近い、環境条件や利便性に優る品等の高い住宅地域である。稀少性が高く、供給は少ない一方で、需
要が強いため、今後も地価は上昇傾向を続ける見込み。

低層住宅地

90,000

52,900

／

／

方位 0.0

同一需給圏は、松本市中心市街地北部近郊の住宅地域と判定する。需要者としては、市内在住又は勤労者のうち高所得
の二次取得者や地縁的選好性を有する者が中心である。需給動向は、潜在的な需要が根強い一方で、供給は極めて少な
いため、売り物件があると短期間で成約する傾向がある。市場において需要の中心となる価格帯は、複合不動産で総額
５０００万円以上、土地のみで総額２０００万円前後と思料する。

強い価格牽連性を有する類似地域の現実の取引事例に基づいて試算した比準価格は、市場の実態を反映して規範性が高
い。周辺ではアパートの供給が多く賃料水準が低く抑えられているため、収益価格は低位に試算された。また、近隣地
域は、共同住宅も存在するが、戸建住宅等自用の物件に対する需要が中心である。以上より、規範性に優る比準価格を
標準とし、収益価格は参酌に留め、類似基準地や公示地等との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

□ ■

松本-1

74,600

100.4

102.0 79.2

100.0
92,700

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

-1.0

0.0

-20.0

0.0

0.0

■ □

89,200

■ □

松本-5

89,700

+0.9 +0.3

人口はほぼ横ばい、供給は限定されている一方、世帯分離か
ら住宅需要は堅調で住宅市場は回復基調にある。

特段の変動要因はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)-14

松本(県)-14 長野県 長野第２

有限会社茅野不動産鑑定

茅野　武弘

11,600,000 63,700

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6 51,000

松本市笹部１丁目７６７番１２
「笹部１－４－２７－３」

182

1:1 住宅
Ｗ2

中規模一般住宅が多
い分譲住宅地域

西5.5m市道 水道、
下水

南松本
2.4km

２中専
( 60, 200 )

松本市景観計画

100 20 30 100 低層住宅地

13 14 180 ほぼ正方形

特にない 基準方位北　５．
５ｍ市道

南松本駅
北西方2.4km

２中専
松本市景観計画
( 60, 200 )

スーパー、学校等の公共施設へのアクセスが良いことから需要は堅調である。供給も一定数量が存在することから、地
価は今後も安定的に推移するものと思われる。

低層住宅地

63,700

／

／

／

方位 +2.0

同一需給圏の範囲は市街地南～南西部近郊の住宅地域。需要者の中心は松本市又は近隣市町村居住の３０代～４０代の
一次取得者である。現時点の需給動向は市内で商業施設・公共施設に至近で利便性に優る住宅地の需要は引き締まって
おり、需要は比較的堅調である。需給の中心となる価格帯は土地２００㎡前後で１，３００万円程度、新築の戸建物件
は４，５００～５，０００万円程度が標準である。

比準価格は、類似地域内における現実の取引事例に基づき実証的である。当該地域及び周辺地域はアパートも見られる
地域であるが、土地既得者によるアパート経営が多く、基準地の規模等の関係から収益還元法は非適用とした。また、
近隣地域は収益性より居住の快適性を志向する住宅地域であるので、規範性が高い比準価格を基に類似公示地と規準し
た価格をも関連付け鑑定評価額を上記の通り決定した。

□ ■

松本-34

67,400

101.4

102.0 106.6

102.0
64,100

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

0.0

+3.5

+3.0

0.0

0.0

■ □

63,000

■ □

松本-9

63,300

+1.1 +0.6

人口はほぼ横ばい、供給は限定されている一方、世帯分離か
ら住宅需要は堅調で住宅市場は回復基調にある。

昨年と比較して大きな地域変動要因は見当たらない。需給は
堅調で取引価格も安定している。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 15日提出

松本(県)-15

松本(県)-15 長野県 長野第２

レザン不動産鑑定

橋本　毅一郎

7,810,000 29,800

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 20日

令和  6年  7月 10日 令和  6

1.1

松本市波田字南原１４０３番５
262

1.5:1 住宅
Ｗ2

国道背後の中規模一
般住宅の多い住宅地
域

南東6m市道 水道、
下水

三溝
250m

１低専
( 50, 80 )

松本市景観計画

100 30 50 30 低層住宅地

18 15 270 ほぼ長方形

特にない 基準方位　北　　
６ｍ　市道

三溝駅
南西方250m

１低専
松本市景観計画
( 50, 80 )

松本市西部の旧波田町内に位置する住宅地域である。当該地区では住宅地の供給が過剰気味であったが、調整区域との
線引きの結果、宅地開発素地の供給が減少し、需給関係は引き締まっていくものと予測する。

低層住宅地

29,800

16,500

／

／

方位 +3.0

同一需給圏は、松本市郊外の波田地区を中心とし、梓川地区や和田地区等のうち地価水準が同等の地域を含む。松本市
内又は周辺市町村に勤務先等を有する一次取得者が需要の中心である。需給動向は、新規の住宅地分譲が堅調で供給は
多いが、需要も堅調である。需要の中心となる価格帯は、土地のみで、７００～９００万円前後が標準的である。

周辺地域には共同住宅も見られるが、近隣地域は戸建住宅中心の住宅地域である。比準価格は波田地区で成立した現実
の取引事例に基づいて求めたもので、実証的で規範性が高い。周辺地域でアパートの供給が多く低位な家賃水準が形成
されていることから収益価格は低く求められた。以上より、市場の実態を反映した比準価格を標準とし、収益価格は参
考に留め、地価公示標準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本-15

32,900

101.0

102.0 114.8

103.0
29,200

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0
0.0

-1.0

0.0

+16.0

0.0

0.0

■ □

29,500

□ □

+1.0

松本市全体での人口は微減傾向、高齢化率は微増傾向である
が、二極化が鮮明になっている。

前年と比較して特段の変動要因はない。地価は僅かに上昇傾
向にある。

特にない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 16日提出

松本(県)-16

松本(県)-16 長野県 長野第２

株式会社　都市不動産鑑定事務所

矢崎　敏臣

11,800,000 52,800

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 14日

令和  6年  7月 10日 令和  6 42,000

松本市寿中１丁目１３２３番１３
「寿中１－２６－２０」

224

1:1 住宅
ＬＳ2

中規模一般住宅にア
パート等が混在する
新興住宅地域

西6m市道 水道、
下水

平田
1.3km

１低専
( 50, 80 )

松本市景観計画
(地区計画等)

30 70 90 50 低層住宅地

16 14 220 長方形

特にない 基準方位北　　　
６ｍ市道

平田駅
南東方1.3km

１低専
松本市景観計画
(地区計画等)
( 50, 80 )

やや郊外の住宅地域で、周辺で土地区画整理、民間分譲等が行われ、住宅地としての熟成度が高まりつつある。田川西
側に比べると価格水準が低く、値頃感から需要が堅調であり地価は上昇傾向と予測する。

低層住宅地

52,800

25,500

／

／

方位 +2.0

同一需給圏は、松本市街地のうち、南松本駅以南で国道１９号線以東に存する混在地を含む住宅地域である。需要者の
中心は、松本市及び周辺市町村居住の一次取得者である。需給動向は、宅地分譲等供給も多いが、利便性の高さと値ご
ろ感から需要も堅調であり、需給は強含み傾向である。需要の中心となる価格帯は、２２０㎡規模で土地１，２００万
円前後、新築の戸建物件で３，０００万円～３，５００万円が標準的。

比準価格は、実際の取引事例に基づき試算されており、実証的で規範性は高い。収益価格は理論的であるが、当該地域
における共同住宅経営は土地既得者によるものが多く、収益が土地に十分に配分されない場合が多いことから低位に試
算された。また、当該地域は住宅地域で、取引は自用目的が中心である。したがって、市場の実態を反映した比準価格
を標準とし、収益価格は参考に留め、指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本-9

63,300

100.3

102.0 120.4

102.0
52,700

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0
0.0

0.0

0.0

+18.0

+2.0

0.0

松本(県)-14

63,000

100.8

102.0 120.4

102.0
52,700

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+18.0

+2.0

0.0

■ □

52,400

□ □

+0.8

景気は徐々に回復しており、住宅地の需要も回復傾向にある
。

特段の変動要因は認められない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)-17

松本(県)-17 長野県 長野第２

有限会社茅野不動産鑑定

茅野　武弘

9,840,000 41,000

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6

1.1

松本市大字内田字梨ノ木６２番３
240

1:1.5 住宅
Ｗ2

一般住宅が多い区画
整然とした住宅地域

北5.8m市道 水道、
下水

村井
2.5km

１中専
( 60, 200 )

松本市景観計画

60 90 60 80 低層住宅地

12 20 240 長方形

特にない 基準方位北　　　
５．８ｍ市道

村井駅
東方2.5km

１中専
松本市景観計画
( 60, 200 )

郊外の区画街路が整った住宅地域で、地域要因に特別の変動は認められない。商業施設など利便施設への接近性等も競
合地域に比して標準的で、当面は現状のまま推移すると予測する。

低層住宅地

41,000

19,600

／

／

方位 0.0

同一需給圏の範囲を、松本市郊外に所在する住宅地域と判定した。需要者の中心は松本市又は近隣市町村居住の一次取
得者等である。開発余地が残る郊外では民間業者等による住宅地の開発分譲供給が多く、大規模商業施設等への接近性
・居住環境が良好な地域と劣る地域で需要の二極化が進んでいる。市場の中心価格帯は土地で９００万円程度、新築戸
建住宅で２５００万円程度である。

比準価格は実際の取引事例価格を基礎としており実証的な価格である。収益価格は対象不動産における賃貸経営の投資
採算性を示している。近隣地域及びその周辺には戸建住宅のほか共同住宅もみられるが、賃貸経営を目的に土地を購入
する市場参加者は少ない。したがって、取引事例に基づき市場性を反映した実証性のある比準価格を重視し収益価格は
参考に留めて、代表標準地・指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本-9

63,300

100.6

102.0 149.6

100.0
41,700

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

-0.3

0.0

+50.0

0.0

0.0

松本(県)-14

63,000

101.1

102.0 149.6

100.0
41,700

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

-0.3

0.0

+50.0

0.0

0.0

■ □

40,800

□ □

+0.5

人口はほぼ横ばい、供給は限定されている一方、世帯分離か
ら住宅需要は堅調で住宅市場は回復基調にある。

地域要因に特段の変動はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 17日提出

松本(県)-18

松本(県)-18 長野県 長野第２

株式会社広部不動産鑑定

広部　紘行

13,100,000 54,400

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6 43,000

松本市宮田３０８１番２
「宮田２１－１１」

241

1:3 住宅
Ｗ2

中規模一般住宅、ア
パート等が混在する
住宅地域

南4.6m市道 水道、
下水

南松本
1.4km

２中専
( 60, 200 )

松本市景観計画
( 60, 184 )

40 60 50 10 低層住宅地

10 24 240 長方形

特にない 基準方位北　　　
４．６ｍ市道

南松本駅
南西方1.4km

２中専
松本市景観計画
( 60, 184 )

地域要因に格別の変動は認められず、当面は現状維持と予測。但し市内幹線道路に挟まれ、商業施設への接近性も比較
的良好な立地で、利便性が優る地域であることから引き続き根強い需要が続くものと予測。

低層住宅地

54,400

24,800

／

／

方位 +4.0

同一需給圏は松本市郊外に所在した住宅地域のほか商住混在地域も含む。需要者の中心は市内又は近隣市町村在住の二
次取得者。需給動向は建築コストの高止まり及び住宅ローン金利が一部上昇し始め、将来的に住宅需要が一時的に抑制
される可能性があるが、利便性を有する住宅地においては依然、住宅需給は引き締まっている。市場の中心価格帯は土
地で１３百万円前後、新築戸建住宅で３６百万円程度とみられる。

比準価格は実際の取引事例価格を基礎としており実証的な価格である。一方で収益価格は対象不動産における賃貸経営
の投資採算性を示している。近隣地域及びその周辺には戸建住宅のほか共同住宅もみられるが、賃貸経営を目的に土地
を購入する市場参加者は少ない。したがって本件では取引事例に基づき市場性を反映した実証性のある比準価格を採用
し収益価格を参酌の上、代表標準地価格・指定基準地価格との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本-9

63,300

100.7

102.0 121.1

104.0
53,700

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0
0.0

+0.9

0.0

+20.0

0.0

0.0

松本(県)-14

63,000

101.1

102.0 121.1

104.0
53,600

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+0.9

0.0

+20.0

0.0

0.0

■ □

53,800

□ □

+1.1

市内で快適性等に優る住宅地域を中心に需給は引き締まって
いたが、昨今当該勢いは鈍化し、年間着工戸数は減少してい
る。

一般住宅等が建ち並ぶ住宅地域で、地域要因に特段の変動は
ない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)-19

松本(県)-19 長野県 第２

株式会社信濃不動産鑑定事務所

宮坂　祐里

2,810,000 7,820

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 20日

令和  6年  7月 16日 令和  6

1.1

松本市会田字裏ノ田８４番
359

1:3.5 住宅
Ｗ2

旧道沿いに住宅が建
ち並ぶ既存住宅地域

東7m市道 水道、
下水

明科
7.5km

都計外

(土砂災害警戒区域)
松本市景観計画

40 30 90 40 戸建住宅地

10 36 360 長方形

特にない ７ｍ市道 明科駅
東方7.5km

都計外
(土砂災害警戒区域)
松本市景観計画

旧宿場町（会田宿）を主体とした農家集落地域で、人口減少傾向、高齢化の進展が続いている。外部からの転入は少な
く、需給は弱含みで、今後も地価は下落傾向と予測する。

戸建住宅地

7,820

／

／

／

ない

同一需給圏は、松本市郊外及び周辺市町村の山間、山麓に存する集落地域一帯である。典型的な需要者は、地縁性を有
する者が中心である。都市部等からの移住目的需要も認められるが、絶対数は多くない。人口の減少、高齢化の進展か
ら潜在的な供給圧力は高まりつつある一方、土地需要は低調であり、需給は弱含み傾向が続いている。需要の中心的な
価格帯は、取引自体が少ない上、個別の取引事情が様々であるので、一定の水準は見出し難い。

近隣地域は、旧街道沿いに存する戸建住宅を中心とした集落地域で、賃貸市場は未成熟であるため、収益価格は試算し
なかった。比準価格は、同一需給圏内において現実に発生した取引事例に基づいて求めており、比準の過程も適切で、
市場の実態を反映した実証的な価格である。以上より、規範性の高い比準価格を採用し、当該基準地に係る前年価格と
その後の変動要因とを検討した上で、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

□ □

■ □

7,980

□ □

-2.0

長野県経済は、一部に弱い動きもあるが持ち直している。松
本市の人口は微減傾向であるが、二極化が鮮明で山間地域は
人口減が著しい。

特段の変動要因はないが、旧四賀村は人口減少傾向、高齢化
が著しく、宅地需要は弱含み傾向が続いている。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 15日提出

松本(県)-20

松本(県)-20 長野県 長野第２

レザン不動産鑑定

橋本　毅一郎

9,870,000 65,800

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 20日

令和  6年  7月 10日 令和  6 52,000

松本市鎌田１丁目４７８８番３
「鎌田１－１０－５」

150

1:1 住宅
Ｗ2

一般住宅の中に店舗
等が混在する既成住
宅地域

東4.8m市道 水道、
ガス、
下水

松本
1.2km

１住居
( 60, 200 )

松本市景観計画
( 60, 192 )

50 60 30 70 低層住宅地

12 15 180 ほぼ長方形

特にない 基準方位　北　　
４．８ｍ　市道

松本駅
南方1.2km

１住居
松本市景観計画
( 60, 192 )

松本市中心市街地に近く利便性の高い混在住宅地域である。周辺地域で開発された分譲住宅団地では、高値でも売れ行
き好調であることから、今後も地価上昇傾向を継続するものと予測する。

低層住宅地

65,800

27,900

／

／

方位 +2.0

同一需給圏は、松本市の住宅地域全般であるが、特に強い代替競争関係が認められるのは松本駅から徒歩圏の住宅地域
である。需要者の属性は、松本市及び周辺市町村に居住又は通勤する者のうち一次取得者が多いが、二次取得者も見ら
れる。需給動向は、交通接近性に優るため需要が堅調な一方、供給は少なく、需給は引き締まっている。需要の中心と
なる価格帯は、土地のみで１３００万円前後、複合不動産で３８００万円前後が標準的である。

比準価格は、類似地域における現実の取引事例に基づき試算したもので、実証的で規範性が高い。収益価格は理論的で
あるが、松本市では土地既得者による賃貸経営が多く、土地価格に見合う賃料水準が形成されていないため、低位に試
算された。周辺には共同住宅や店舗もあるが、需要は自用の戸建住宅地が中心である。以上より、規範性に優る比準価
格を標準とし、収益価格は参考に留め、指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本-9

63,300

100.7

102.0 100.5

102.0
63,400

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0
0.0

+1.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

松本(県)-14

63,000

101.1

102.0 100.5

102.0
63,400

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

■ □

65,100

□ □

+1.1

二極化傾向が顕著であるが、利便性や居住性に優る住宅地に
対しては旺盛な需要が見られる。

特段の変動要因はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 15日提出

松本(県)-21

松本(県)-21 長野県 長野第２

レザン不動産鑑定

橋本　毅一郎

899,000 1,920

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 20日

令和  6年  7月 10日 令和  6

1.1

松本市奈川２４９５番
468

台形
1.5:1

住宅
Ｗ1

中規模住宅と農地が
混在する既成住宅地
域

北3.9m市道 水道 新島々
21km

都計外

(土砂災害警戒区域)
松本市景観計画

60 80 15 45 戸建住宅地

28 20 560 台形

老齢化と人口減少が進んで
周辺地域では空家が増加し
ている。

３．９ｍ　市道 新島々駅
南西方21km

都計外
(土砂災害警戒区域)
松本市景観計画

郵便局、農協等が立地する奈川地区の中心的集落内に位置するが、外部からの人口流入は期待できず少子高齢化と人口
減少によって宅地に対する有効需要は今後も減退し、地価下落は継続するものと予測。

戸建住宅地

1,920

／

／

／

台形 0.0

同一需給圏は奈川地区・安曇地区のほか、隣接町村の山間部に存する住宅地域。需要者の中心は地縁的選好性を有する
地縁者が中心。需給動向は高齢化と人口の減少により土地需要が減退傾向である一方で空家が増加し供給圧力も高い。
需給の中心となる価格帯は土地の取引が少なく、取引の事情や規模・地形等の個別的要因が様々であることから、需要
の中心となる価格帯は見出し難い。

都市計画区域外の山間部に位置した農家住宅を中心とした住宅地域で、取引は自用目的が中心で賃貸市場は未成熟であ
ることから、収益価格は試算しなかった。比準価格は対象基準地と地域類似性が認められ、代替競争関係が認められる
地域の取引事例を採用して求めており、市場性を反映した実証的な試算価格である。以上より本件では規範性の高い比
準価格を採用し、当該基準地に係る前年価格とその後の変動要因の分析結果も検討の上、鑑定評価額を決定した。

□ □

■ □

1,970

□ □

-2.5

山間集落内での人口や世帯数の減少率は著しく、高齢化率も
高いため、当該集落での住宅需要は引き続き弱含みである。

当該地域の過疎の進行から住宅需要は弱含みで推移し、住宅
地価は引き続き下落傾向である。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 15日提出

松本(県)-22

松本(県)-22 長野県 長野第２

レザン不動産鑑定

橋本　毅一郎

14,200,000 13,100

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 20日

令和  6年  7月 10日 令和  6

1.1

松本市梓川梓１９２８番
1,083

不整形
1:1

住宅
Ｗ2

中規模農家住宅が集
落を形成する古くか
らの農家住宅地域

南東5m市道 水道、
下水

下島
2km

「調区」
( 60, 200 )

松本市景観計画

200 200 100 100 戸建住宅地

30 35 1,050 ほぼ長方形

画地規模が比較的大きい農
家住宅が多い既成集落地域
。

５ｍ　市道 下島駅
北方2km

「調区」
松本市景観計画
( 60, 200 )

市街化調整区域で宅地の供給が限られる一方で、農家住宅地については不動産需要も少なく、今後も需給ともに緩慢に
推移していくものと予測。

戸建住宅地

13,100

／

／

／

形状 0.0

同一需給圏は梓川地区のほか、波田地区・和田地区・山形村内の住宅地域。需要者の中心は地縁的選好性を有する個人
で、外部からの転入者は限定的。価格水準は周辺地域を含めて値頃感が出てきており地価は横ばいからやや上昇傾向に
ある。需給の中心となる価格帯は取引の事情や規模・地形等の個別的要因が様々であることから見出し難い。

近隣地域は農家住宅を主体とする市街化調整区域内の既成集落地域である。当該地域では自用目的の土地取引が中心で
あり、アパート等はほとんど存在せず、賃貸市場が未成熟であるため、収益価格は試算しなかった。比準価格は、同一
需給圏内の類似する市街化調整区域内の取引事例を中心に試算したもので、市場性を反映しており規範性が高い。以上
より、比準価格を採用し、指定基準地の価格との均衡に留意して、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

□ □

松本(県)-23

29,700

102.0

102.0 220.0

100.0
13,500

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+120.0

0.0

0.0

■ □

13,000

□ □

+0.8

松本市全体での人口は微減傾向、高齢化率は微増傾向である
が、二極化が鮮明になっている。

特段の変動要因はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)-23

松本(県)-23 長野県 第２

株式会社　奥原不動産鑑定

6,030,000 30,300

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6

1.1

199

台形
1:1.5

住宅
Ｗ2

一般住宅、農地が混
在する住宅地域

西5.1m市道、
北側道

水道、
下水

信濃荒井
1.4km

「調区」
( 60, 200 )

松本市景観計画
( 70, 200 )

60 0 30 30 戸建住宅地

13 15 200 ほぼ長方形

市街化調整区域の分譲住宅
団地内の住宅地。周辺では
市道新設工事が完了した。

基準方位北　５．
１ｍ市道

信濃荒井駅
南西方1.4km

「調区」
松本市景観計画
( 60, 200 )

市街化調整区域であるが市の中心部に近く利便性が高いことから住宅需要が旺盛な地域。至近では市道新設工事が進捗
し、今後地価は安定的に上昇するものと予測。

戸建住宅地

30,300

／

／

／

方位
角地
台形

+2.0
0.0
0.0

同一需給圏は市近郊の住宅地域で特に市街化調整区域内の住宅地域により強い代替競争関係が認められる。需要者の中
心は地縁的選好性を有する者及び市内への通勤者等の個人。需給動向において市街化調整区域内の住宅地域は総額での
割安感があるため、比較的根強い不動産需要が認められる。需給の中心となる価格帯は土地のみで６００万円前後とみ
られるが、一部取引では市街化区域内の住宅地価格帯並の取引も散見される。

当該地域は戸建住宅が中心の住宅地域であるが、市街化調整区域のため賃貸物件の想定が困難で収益還元法は適用しな
かった。一方で比準価格は実際の取引事例に基づき実証的で、自用目的の取引が多い市場の実態を反映している。以上
より、規範性の高い比準価格を採用し、当該基準地に係る前年価格とその後の変動要因及び類似標準地の価格との検討
を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

□ ■

松本-30

23,100

100.9

100.0 78.1

102.0
30,400

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+0.9

+1.9

-24.0

0.0

0.0

■ □

29,700

□ □

+2.0

住宅ローン低金利の長期化・住宅ローン減税政策で市街地及
び郊外でも快適性・利便性に優る住宅地域を中心に地価は上
昇傾向にある。

対象標準地の西側で市道新設工事が進捗中。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)-24

松本(県)-24 長野県 長野第２

有限会社茅野不動産鑑定

茅野　武弘

14,500,000 29,100

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6

1.1

松本市大字里山辺字大ブケ１０１０番１
498

台形
1:1

住宅
Ｗ2

中規模一般及び農家
住宅等が農地の間に
散在する住宅地域

北西6m市道 水道、
下水

松本
4.7km

「調区」
( 60, 200 )

(土砂災害警戒区域)
松本市景観計画

100 100 40 100 戸建住宅地

20 25 500 長方形

特にない ６ｍ市道 松本駅
東方4.7km

「調区」
(土砂災害警戒区域)
松本市景観計画
( 60, 200 )

中規模一般住宅、農家住宅等が散在する住宅地域で、地域要因に格別の変動は認められず、当面は現状維持と予測する
。

戸建住宅地

29,100

／

／

／

ない

同一需給圏の範囲は、松本市の市街化調整区域内の住宅地域である。需要者の中心は、新規分譲住宅地にあっては松本
市、近隣市町村居住の個人需要者が主体となる。需給動向は、公法上の規制が厳しく既存性の高い市街化調整区域内宅
地の需要は強くない。特に土砂災害警戒区域の規制が強まったことで猶更の感がある。需要の中心となる土地価格は、
転入需要が限定され、事例も個別事情が反映される傾向が強いため把握が困難である。

市街化調整区域に所在する住宅地域であり、公法上の規制等から共同住宅等の建設を想定することは困難であるため、
収益還元法は適用しなかった。比準価格は類似性を有する同一需給圏内の住宅地域の取引事例に基づき試算されており
、市場の取引実態を反映した説得力の高い価格である。よって、比準価格を採用して、指定基準地との検討を踏まえ、
鑑定評価額を上記のとおり決定した。

□ □

松本(県)-23

29,700

102.0

102.0 102.0

100.0
29,100

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

-1.0

+3.0

0.0

0.0

0.0

■ □

29,100

□ □

0.0

人口はほぼ横ばい、供給は限定されている一方、世帯分離か
ら住宅需要は堅調で住宅市場は回復基調にある。

中規模の一般住宅、農家住宅等が散在する住宅地域で、地域
要因に特段の変動はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)-25

松本(県)-25 長野県 第２

株式会社　奥原不動産鑑定

14,900,000 21,300

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6

1.1

松本市大字岡田下岡田字下岡田７２１番１外
700

1:1.2 住宅
Ｗ2

一般住宅、農家住宅
が散在する住宅地域

南7m市道 水道、
下水

松本
4.3km

「調区」
( 60, 200 )

松本市景観計画

100 200 50 200 低層住宅地

25 30 700 長方形

特記すべき事項はない ７ｍ市道 松本駅
北東方4.3km

「調区」
松本市景観計画
( 60, 200 )

市街地北部郊外に位置する丘陵地で、旧来からの農家住宅が集落を形成する地域である。既存の農家集落であることか
ら今後も現状のまま推移し、地価は当面の間、横ばい基調で推移するものと予測する。

低層住宅地

21,300

／

／

／

ない

同一需給圏は松本市内の市街化調整区域一円の住宅地域。需要層は地縁性を有する比較的限定されたエンドユーザー。
供給は特殊な資金需要による程度で極めて乏しく、一方需要は極めて限定されており、需給関係は緩慢で取引成約件数
は少ない。土地価格は規模にもよるが総額１５００万円前後が取引の中心と思料する。新規分譲を除いて新築一戸建て
の取引は少なく、取引の中心となる価格帯は見出し難い。

市街化区域に近接する市街化調整区域内の住宅地域で自用が主である。共同住宅の立地も散見するが、公法上の制約か
ら賃貸物件の建築が困難なことと、地主の租税対策目的が主で投資採算は副次的な利用ゆえ、収益価格の査定は断念せ
ざるを得なかった。よって標準地等との検討を踏まえ、自用目的での取引が主で信頼性のある取引事例により求めた比
準価格を採用し、指定基準地と規準した価格との均衡に留意して鑑定評価額を上記の通り決定した。

□ □

松本(県)-23

29,700

102.0

102.0 139.3

100.0
21,300

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

-1.9

0.0

+42.0

0.0

0.0

■ □

21,200

□ □

+0.5

景気は回復傾向。宅地需要は二極化が鮮明になっている。

特段の変動要因はなく、市街化調整区域であるも長期に及ぶ
下落調整から底値感あり。

特にない



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)-26

松本(県)-26 長野県 第２

株式会社信濃不動産鑑定事務所

大日方　一成

9,250,000 12,900

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月  2日

令和  6年  7月 16日 令和  6

1.1

松本市大字内田字西原１２８７番１外
717

2:1 住宅
Ｗ2

中規模の農家住宅、
一般住宅が散在する
住宅地域

北4m県道 水道、
下水

村井
2.4km

「調区」
( 60, 200 )

松本市景観計画

100 100 30 40 農家住宅地

35 20 700 ほぼ長方形

農家住宅等が散在する地域 ４ｍ　県道 村井駅
南東方2.4km

「調区」
松本市景観計画
( 60, 200 )

市街地から比較的近いが、市街化調整区域で土地利用規制が厳しいことから、需要は限定的であり、地価は下落傾向と
予測する。

農家住宅地

12,900

／

／

／

ない

同一需給圏の範囲は、松本市及び周辺市町村の住宅地域全般であるが、価格水準的には市街化調整区域内の住宅地域に
ほぼ限定される。需要者としては、松本市内の農家等の個人が中心である。需給動向は、市街化調整区域内で厳しい用
途規制のある近隣地域については、供給も多くはないものの、需要は極めて限定的である。需要の中心となる価格帯は
、需要が限定されて、個別の取引事情も強く反映されることから、把握が困難である。

市街化調整区域に所在するため、賃貸共同住宅その他収益目的不動産の建設を想定することは不可能であることから、
収益還元法の適用は断念した。比準価格は、行政的条件や環境条件が類似する住宅地域における取引事例を採用して試
算したもので、市場の取引実態を反映して実証的である。以上より、比準価格を採用して、指定基準地との検討を踏ま
え、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

□ ■

松本-29

13,100

99.6

100.0 100.9

100.0
12,900

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+4.0

0.0

-3.0

0.0

0.0

松本(県)-23

29,700

102.0

102.0 230.3

100.0
12,900

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

+52.0

+50.0

0.0

■ □

13,000

□ □

-0.8

市街化区域の住宅地は需要が旺盛であるが二極化傾向が顕著
で、調整区域等の用途規制が厳しい地域に対しては、需要が
減退している。

特段の変動要因はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 15日提出

松本(県)5-1

松本(県)5-1 長野県 長野第２

レザン不動産鑑定

橋本　毅一郎

25,200,000 200,000

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 20日

令和  6年  7月 10日 令和  6 160,000

松本市中央２丁目５２番１２外
「中央２－２－１３」

126

1:3 店舗兼住宅
Ｓ3

中低層店舗、事務所
等が建ち並ぶ商業地
域

東19m市道 水道、
ガス、
下水

松本
600m

商業
( 80, 500 )
防火

松本市景観計画
( 100, 500 )

50 20 40 50 中低層店舗地

7 20 140 ほぼ長方形

特記すべき事項はない １９ｍ　市道 松本駅
北東方600m

商業
松本市景観計画
( 100, 500 )
防火

松本市中心市街地の観光客等が多く繁華性の高い商業地域で、中層の店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ。市内大型商業施
設の閉店が複数予定されており、今後の動向に注視が必要である。

中低層店舗地

207,000

168,000

／

／

ない

同一需給圏は、松本市内の中心商業地域である。需要者は、一般消費者や観光客等を顧客とする店舗経営者又はテナン
トビル経営者等が中心であるが、店舗併用住宅目的の需要者も想定できる。中心商業地域では、郊外店等との競争と店
舗経営者の高齢化等、潜在的な供給圧力が高まっているが、規模によっては、ホテル用地需要やマンション用地需要の
可能性も認められる。商業地は、画地規模、業種、個別の事情に左右され、需給の中心となる価格帯は見出し難い。

近隣地域はテナントビルと自用のビル等が混在する地域である。比準価格は、松本市内の商業地域の事例を採用してお
り、規範性が高い。空室率の高止まりを反映して家賃水準が低迷していることから収益価格は比較的低位に試算された
。また、収益価格は想定要素が多いことから精度は劣る。以上より、市場性を反映する比準価格を重視し、収益価格を
関連づけ、指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本5-2

235,000

100.7

100.0 123.9

100.0
191,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

+5.0

+18.0

0.0

0.0

松本(県)5-5

232,000

102.2

100.0 123.9

100.0
191,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+5.0

+18.0

0.0

0.0

■ □

199,000

□ □

+0.5

松本市全体での人口は微減傾向、高齢化率は微増傾向である
。駅前店舗はテナントの入退去が多い。

２０２５年春に松本パルコの営業終了が予定されている。

特にない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)5-2

松本(県)5-2 長野県 第２

株式会社　奥原不動産鑑定

115,000,000 143,000

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6 125,000

松本市大手３丁目７４番３
「大手３－４－３」

801

1:4 事務所
ＳＲＣ7

中高層の事務所ビル
が多い商業地域

西16m市道 水道、
ガス、
下水

松本
1km

商業
( 80, 400 )
防火

松本市景観計画
( 100, 400 )

50 60 50 30 中層店舗事務所併用地

16 50 800 ほぼ長方形

松本城に近い大名町通り沿
いの商業地域

１６ｍ　市道 松本駅
北東方1km

商業
松本市景観計画
( 100, 400 )

松本城近くの商業地域。周辺で大型店舗の撤退という報道がある一方で、ホテル、マンション用地の需要は高い。地価
は観光客の増加に伴い、安定的に推移するものと判定。

中層店舗事務所併用地

149,000

91,700

／

／

ない

同一需給圏は、松本駅前その他松本市中心部や幹線道路沿いの商業地域と判定した。需要者としては、テナントビルや
貸駐車場施設等を保有する目的の投資家の他、自社ビル保有目的の事業者等も想定可能で、稀少性・観光客増加の理由
から投資需要が高まりつつあるエリアである。ただし商業施設は、物件ごとの採算性が異なるため、市場における需要
の中心となる価格帯は見出し難い。

比準価格は、用途や価格水準が類似する地域や近接する地域等における現実の取引事例に基づいて試算したもので、高
い規範性が認められる。収益価格は、理論的であるが、建物の新築とテナントの新規募集を前提に試算したもので、建
物建築費や賃料等の設定に想定要素が多いことから、精度の点でやや劣る。以上より、相対的に規範性に優る比準価格
に比重を置き、収益価格を関連付け、指定基準地等との検討を踏まえて、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

■ □

松本5-4

120,000

100.0

100.0 84.1

100.0
143,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+1.3

+1.3

-18.0

0.0

0.0

松本(県)5-4

120,000

100.0

100.0 84.1

100.0
143,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+1.3

+1.3

-18.0

0.0

0.0

■ □

142,000

□ □

+0.7

景気は回復傾向。宅地需要は二極化が鮮明になっている。

特段の変動要因はない。

特にない



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)5-3

松本(県)5-3 長野県 長野第２

有限会社茅野不動産鑑定

茅野　武弘

15,200,000 71,200

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6 57,000

松本市城東１丁目１１４３番２
「城東１－２－１８」

213

1:4.5 店舗兼住宅
Ｗ2

国道沿いに店舗、住
宅等が混在する既成
商業地域

東8.5m国道 水道、
ガス、
下水

松本
1.4km

商業
( 80, 400 )
準防

松本市景観計画
( 90, 400 )

30 20 80 80 低層店舗併用住宅地

10 20 200 ほぼ長方形

国道沿いの近隣商業地域 ８．５ｍ　国道 松本駅
北東方1.4km

商業
松本市景観計画
( 90, 400 )
準防

近接する地域で飲食店等が開業するなど、商況回復の兆しがある。また、価格水準が住宅地と接近していることから、
周辺住宅地域の地価上昇に底支えされて、地価は上昇傾向を続けるものと予測する。

低層店舗併用住宅地

71,700

29,400

／

／

ない

同一需給圏は、市内の商住混在地域であるが、専用住宅を中心とする住宅地域も含まれる。需要者としては、店舗や併
用住宅建設目的の地元事業者の他、住宅用地を求める者も想定可能である。需給動向は、住宅地としての需要が根強く
見られるほか、飲食・サービス業等の店舗用地や駐車場用地に対する需要も回復傾向にある。近隣地域の画地は規模や
形状の個別性が強いため、需要の中心となる価格帯に関する一定の水準は見出し難い。

比準価格は、近隣地域及び近接する類似地域における現実の取引事例に基づいて試算したもので、高い規範性が認めら
れる。収益価格は、賃貸用の店舗兼共同住宅を建設することを想定して試算したものであるが、現実の需要者は自用目
的が大多数と考えられることから、信頼性はやや劣る。以上より、相対的に規範性に優る比準価格に比重をおいて、収
益価格を関連付け、類似する地価公示標準地価格との検討を踏まえて、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

□ ■

松本5-5

70,200

100.5

100.0 98.0

100.0
72,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

■ □

70,800

□ □

+0.6

観光客や飲食客が戻りつつあり、商業地の繁華性も回復途上
にある。市街地中心部のマンション用地需要は多く、地価を
支えている。

特段の変動要因はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)5-4

松本(県)5-4 長野県 長野第２

有限会社茅野不動産鑑定

茅野　武弘

56,500,000 120,000

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6 96,000

松本市本庄１丁目９５７番外
「本庄１－３－１２」

471

1:1.5 店舗兼事務所
ＲＣ4

中高層の事務所ビル
等が建ち並ぶ既成商
業地域

東19m県道 水道、
ガス、
下水

松本
700m

商業
( 80, 500 )
準防

松本市景観計画
( 100, 500 )

0 40 40 40 中層店舗事務所併用地

16 30 480 ほぼ長方形

特にない １９ｍ　県道 松本駅
南東方700m

商業
松本市景観計画
( 100, 500 )
準防

コロナ第５類移行に伴い観光客の増加と商業収益回復が徐々に鮮明になりつつある。市は駅前通り以南を商業特性から
居住的特性に富むエリアに移行させていく計画を発表し、今後が注目されている。

中層店舗事務所併用地

120,000

73,900

／

／

ない

同一需給圏は、松本市等の地方中核都市の中心商業地域全般であるが、松本市内では主として松本駅に近接する地域で
ある。需要者の中心は、テナントビルやホテル建設目的の事業者や投資家であるが、マンション開発業者も想定可能で
ある。インバウンドの増加等により市内商業地に対する需要も回復しつつあり、将来的な見通しは改善傾向。商業地は
規模等の個別性が強く、需要の中心となる価格帯は見出せない。

比準価格は、松本市中心商業地内における現実の取引事例に基づき試算したもので実証的である。また、比準の過程も
適切であり、規範性は高い。収益価格は理論的であるが、賃貸市場の低迷からテナントビルの空室も多く、土地価格に
見合う賃料水準が形成されていないため、低位に試算された。以上より、相対的に規範性の高い比準価格に比重を置き
、収益価格を関連付け、地価公示標準地価格との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

□ ■

松本5-10

117,000

100.5

100.0 96.2

100.0
122,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-4.0

+0.2

0.0

0.0

0.0

■ □

120,000

■ □

松本5-4

120,000

0.0 0.0

観光客や飲食客が戻りつつあり、商業地の繁華性も回復途上
にある。市街地中心部のマンション用地需要は多く、地価を
支えている。

地域要因に変動はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 17日提出

松本(県)5-5

松本(県)5-5 長野県 長野第２

株式会社広部不動産鑑定

広部　紘行

139,000,000 237,000

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6 190,000

松本市深志１丁目７０３番
「深志１－１－２」

586

台形
1:2

店舗兼事務所
ＳＲＣ8F1B

中高層店舗事務所ビ
ルが建ち並ぶ駅前商
業地域

北(駅前広場)
道路

水道、
ガス、
下水

松本駅前広場接面

商業
( 80, 500 )
準防

松本市景観計画
( 90, 500 )

30 30 30 0 中高層店舗付事務所地

20 30 600 長方形

特にない （駅前広場）道路 松本駅駅前広場接面 商業
松本市景観計画
( 90, 500 )
準防

市街地中心部での商業集積の核である百貨店等の閉店が決定するなど繁華性衰退傾向にあるが、市街地への人口集中や
観光客の増加を背景としたマンション・ホテル需要等で不動産需給は引き締まるものと予測。

中高層店舗付事務所地

238,000

176,000

／

／

台形 0.0

同一需給圏は類似性の高い地方都市の駅前商業地域及び市街地中心部の商業地域。需要者の中心は大規模法人・地元の
優良法人等。需給動向は市街地中心部での商業集積の核である百貨店の閉店が決定するなど繁華性は衰退している一方
、マンションやホテルなどの不動産需要は増加しており、土地利用のトレンドが変化している。需給の中心となる価格
帯は取引の事情や規模等の個別的要因が様々であることから見出し難い。

本来収益価格は投資採算性を重視する需要者にとって説得力を有するものであるが、収益・費用の各項目は市場分析を
通した想定数値を採用しているほか、投資採算性だけで市場の取引価格の把握は成立し難い実態から収益価格は相対的
に限界がある。一方で比準価格は同一需給圏内で生起した取引事例に基づくため、高い価格説得性及び規範性が認めら
れる。以上より本件では比準価格を重視し、収益価格を比較考量の上、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本5-2

235,000

100.7

100.0 100.0

100.0
237,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

■ □

232,000

■ □

松本5-2

235,000

+2.2 +0.9

コロナ禍収束に伴い、イベント等でも人が戻ってきているほ
か、インバウンドによる訪日客が目立っている。

繁華街でインバウンドを中心とした訪日客が目立ち、松本駅
周辺での人流も回復傾向にあるほか、取引ではマンション用
地需要が根強い。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)5-6

松本(県)5-6 長野県 長野第２

有限会社茅野不動産鑑定

茅野　武弘

75,500,000 77,800

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6 60,000

松本市筑摩１丁目３０番６
「筑摩１－３０－１６」

970

1:1 店舗
Ｓ1

中規模店舗が建ち並
ぶ幹線道路沿いの路
線商業地域

東18m市道、
南側道

水道、
ガス、
下水

南松本
1.9km

２住居
( 60, 200 )

(地区計画等)
松本市景観計画
( 70, 200 )

60 30 20 150 低層店舗地

35 32 1,100 ほぼ正方形

特にない １８ｍ市道 南松本駅
北東方1.9km

２住居
(地区計画等)
松本市景観計画
( 70, 200 )

交通量の多い「国体道路」沿いの路線商業地域である。量販店、外食チェーン店等の店舗もみられる。地域要因に格別
の変動はないが、商圏の郊外移転の動きの影響から地価は緩やかに回復基調にある。

低層店舗地

77,800

47,800

／

／

角地 +3.0

同一需給圏は、松本市内の幹線道路沿い及びこれに準ずる街路沿いの商業地域のほか、その周辺の商住混在地域も含む
。需要者の中心は自己利用を目的に購入する事業者等が中心である。需給動向は主要幹線道路の未利用地は少なく、地
価の値頃感から新たな事業参入する事業者も見受けられ、土地需要は特定の用途（物流等）は堅調である。需給の中心
となる価格帯は当事者の業種・個別事情等に左右され見出し難い。

比準価格は同一需給圏内の類似地域において多数の信頼し得る取引事例を収集し得た。補修正及び要因比較も適切に行
われており比準価格の規範性は高い。一方収益価格は、自己利用の低層店舗の利用が中心であり、賃貸経営を目的に土
地を購入する市場参加者は少ないため、賃貸市場はやや未成熟であり相対的信頼性は劣る。従って比準価格を標準とし
、収益価格を比較考量の上、類似標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

□ ■

松本5-16

97,900

100.6

101.0 128.1

103.0
78,400

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

-0.2

+0.7

+25.0

+2.0

0.0

■ □

77,600

□ □

+0.3

主要駅前を中心に発展してきた商業地は郊外のロードサイド
へと移転・集積する傾向にある。

幹線道路沿いの路線商業地域で交通量が多く、店舗集積の程
度は高いが、地域要因に変動はない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 18日提出

松本(県)5-7

松本(県)5-7 長野県 第２

株式会社　奥原不動産鑑定

171,000,000 68,600

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6 54,000

松本市南松本１丁目２１１９番８外
「南松本１－１３－１４」

2,490

不整形
1:1

事務所
ＲＣ4

中層事務所ビル、店
舗、マンション等が
混在する商業地域

西18.4m市道、
北側道

水道、
ガス、
下水

南松本
130m

準工
( 60, 200 )

松本市景観計画

40 0 70 60 中層事務所住宅併用地

50 50 2,500 ほぼ正方形

特にない １８．４ｍ　市道 南松本駅
北方130m

準工
松本市景観計画
( 70, 200 )

中層事務所ビルの他、マンション用地需要も見込まれる市街地外周の地域である。周辺では大型店出店、マンション建
築があったほか、踏切改修計画もあり今後の変化に期待が持たれている。

中層事務所住宅併用地

71,500

39,500

／

／

形状
角地

-2.0
+2.0

同一需給圏は、松本市又は塩尻市等の中心市街地のうち、テナントビルやマンションの立地が可能な地域である。中心
的な需要者は、マンション開発業者又は自社ビル若しくはテナントビル建設目的の事業者が想定される。中心市街地や
その周辺においては、比較的大規模な店舗・事務所用地やマンション用地は稀少性が高く、供給も少ない。取引の事情
や規模・形状等の個別的要因が様々であることから、需要の中心となる価格帯は見出し難い。

近隣地域周辺は、店舗、事務所やマンションが混在する。比準価格は、規模的・用途的な類似性のある土地の取引事例
に基づいて試算したもので、相対的に規範性が高い。収益価格は、標準的な店舗・事務所ビルを想定して求めたが、周
辺地域の賃料水準が低いため、低く試算された。以上より、相対的に規範性が高い比準価格に比重をおき、収益価格を
比較考量し公示地等との検討を踏まえて、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

□ ■

松本5-13

68,700

100.5

100.0 100.8

100.0
68,500

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.2

-1.0

+2.0

0.0

0.0

■ □

67,800

□ □

+1.2

景気は回復傾向。宅地需要は二極化が鮮明になっている。

南松本駅踏切高架橋工事が道路整備と併せて進捗している。

特にない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 17日提出

松本(県)9-1

松本(県)9-1 長野県 長野第２

株式会社広部不動産鑑定

広部　紘行

270,000,000 21,600

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6

1.1

松本市大字今井字松本道７１１０番４８
12,507

1:2 事務所兼倉庫
Ｓ3

中規模工場、倉庫等
が建ち並ぶ街区整然
とした工業団地

西15m市道 水道、
下水

村井
3.8km

工専
( 60, 200 )

松本市景観計画

100 150 170 200 中規模工場地

70 170 12,000 ほぼ長方形

区画整然とした工業団地 １５ｍ　市道 村井駅
南西方3.8km

工専
松本市景観計画
( 60, 200 )

松本市南西部の工業団地内に位置。製造業・物流業を中心とした設備投資マインドの持ち直しが見られるなか、市内に
おいて新たな企業を誘致できる工業用地が不足しているため、今後需要は引き締まっていくものと予測。

中規模工場地

21,600

／

／

／

ない

同一需給圏は市内・隣接市村の工業地域。需要者は県内に生産拠点や流通拠点を求める法人が想定される。需給動向は
市内で分譲された工業団地はすでに完売しており、工業団地に空きがない一方で市内での進出ニーズは高い。また当市
及び隣接市でも逼迫する工業地の需要に応じた新たな工業団地整備計画も立ち上がっており、中信の工業地需要は堅調
である。需要の中心となる土地価格は、業種、取引規模、個別事情に左右される傾向が強いため把握が困難である。

工場については正常な賃貸事例が極めて少なく、賃貸用の倉庫も標準的とは言えないので、工業専用地域である対象基
準地については収益物件を想定することが困難で、収益還元法は適用しなかった。比準価格は現実に生起した取引事例
を採用して求めたもので比準の過程も適切であり、市場性を反映した実証的な価格である。以上より規範性の高い比準
価格を中心に代表標準地価格との検討を踏まえ、鑑定評価額を決定した。

■ □

松本9-1

23,700

100.8

100.0 107.4

100.0
22,200

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

-2.4

0.0

+10.0

0.0

0.0

■ □

21,200

□ □

+1.9

円安等により輸出中心とした製造業の需要が強い一方で、中
小企業では賃金上昇・原材料の高騰により、先行きに不透明
感が増している。

中南信地域において製造業・物流関連施設を中心に不動産需
要は高まっているが、新規工業地の供給は少なく、需要は引
き締まっている。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 6 令和  6年  7月 17日提出

松本(県)9-2

松本(県)9-2 長野県 長野第２

株式会社広部不動産鑑定

広部　紘行

77,000,000 36,600

令和  6年  7月  1日

令和  6年  6月 15日

令和  6年  7月 10日 令和  6 29,000

松本市大字笹賀７６００番１３
2,105

1:1.5 事務所兼倉庫
ＲＣ2

中小規模の事務所、
倉庫が建ち並ぶ流通
業務地域

北10m市道 水道、
ガス、
下水

平田
1.8km

準工
( 60, 200 )

松本市景観計画
(特別用途地区)

100 50 80 80 中規模流通業務用地

40 50 2,000 ほぼ長方形

特にない １０ｍ市道 平田駅
南西方1.8km

準工
(特別用途地区)
松本市景観計画
( 60, 200 )

事務所、倉庫が建ち並ぶ熟成度の高い流通業務地域。設備投資マインドの持ち直しが見られるなか、市内において新た
な企業を誘致できる工業用地が不足しているため、今後需要は引き締まっていくものと予測。

中規模流通業務用地

36,600

／

／

／

ない

同一需給圏は松本市・隣接市村内の工業地域。需要者の中心は物流事業者等の流通関連事業者を中心とした県内事業者
。需給動向は市内で工業団地はすでに完売しており、工業団地に空きがない一方で市内での進出ニーズは高い。また当
市及び隣接市でも逼迫する工業地の需要に応じた新たな工業団地整備計画も立ち上がっており、中信の工業地需要は堅
調である。需要の中心となる土地価格は、業種、取引規模、個別事情に左右される傾向が強いため把握が困難である。

当該地域内では自用の倉庫、事務所等が多く、賃貸市場の成熟の程度が低いことから、適正な賃料、利回り、空室率等
の把握が難しく、また適正な賃貸事例の収集も困難なため収益価格は試算しなかった。比準価格は、実際の取引事例に
基づき実証的で、自用目的の取引が多い市場の実態を反映している。以上により、比準価格を標準とし、代表標準地価
格との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

松本9-1

23,700

100.8

100.0 67.3

100.0
35,500

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

-1.0

0.0

-15.0

-20.0

0.0

■ □

36,200

□ □

+1.1

円安等により輸出中心とした製造業の需要が強い一方で、中
小企業では賃金上昇・原材料の高騰により、先行きに不透明
感が増している。

中南信地域において製造業・物流関連施設を中心に不動産需
要は堅調であるが、工業団地の供給は少なく、需要は引き締
まっている。

個別的要因に変動はない。


